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「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
」「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」

働
き
方
に
関
す
る
法
律
が

４
月
か
ら
変
わ
り
ま
す

■
問
い
合
わ
せ　
岩
手
労
働
局
雇
用
均
等
室（
☎
０
１
９
・
６
０
４
・
３
０
１
０
）

○
「
待
遇
の
原
則
」
を
新
設

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者（
※
）と
正
社
員
の

不
合
理
な
待
遇
の
違
い
は
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
す
る
原
則
が
新
た
に
規
定
さ
れ
ま
す
。

○
差
別
的
取
り
扱
い
を
禁
止
す
る
労
働
者

の
範
囲
を
拡
大

　

期
間
の
定
め
が
あ
る
労
働
契
約
で
雇
用

さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
で
も
、

「
職
務
内
容
」
や
「
人
材
活
用
の
仕
組
み
」

が
正
社
員
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、
賃
金
な
ど
全

て
の
待
遇
に
つ
い
て
、
正
社
員
と
の
差
別
的

取
り
扱
い
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

○
雇
い
入
れ
時
の
説
明
を
義
務
付
け

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
い
入
れ
る

時
は
、
賃
金
制
度
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、

ど
の
よ
う
な
福
利
厚
生
施
設
が
利
用
で
き

る
か
、
正
社
員
へ
の
転
換
制
度
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
か
な
ど
を
、
事
業
主
が
説
明

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
相
談
窓
口
の
設
置
を
義
務
付
け

　

事
業
主
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら

の
相
談
に
応
じ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の「
相

談
窓
口
」
な
ど
を
定
め
、
雇
い
入
れ
時
に
文

書
な
ど
で
明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
適
用
期
間
を
延
長

　

同
法
の
適
用
期
間
が
平
成
37
年
３
月
末

ま
で
10
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。
引
き
続
き
、

労
働
者
１
０
１
人
以
上
の
事
業
主
は
、
仕
事

と
子
育
て
の
両
立
の
た
め
の
「
一
般
事
業
主

行
動
計
画
」
の
策
定
、届
け
出
が
必
要
で
す
。

○
「
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
制
度
」
を
新
設

　

右
の
届
け
出
を

し
一
定
要
件
を
満

た
す
と
、
厚
生
労

働
大
臣
の
認
定（
く

る
み
ん
認
定
）
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
認
定
を
受
け
た
企
業
の
う
ち
、
特
に
次

世
代
育
成
支
援
対
策
の
実
施
状
況
が
優
良

な
企
業
に
対
す
る
、
新
た
な
認
定
（
プ
ラ
チ

ナ
く
る
み
ん
）
制
度
が
新
設
さ
れ
ま
す
。

中心市街地拠点施設整備事業
基本計画案に対する意見を募集

　「宮古市中心市街地拠点施設整備事業・基本計
画」は、本市全体の復興の拠点として「地域防
災拠点施設（❶防災・地域活力創出拠点施設、
❷市本庁舎、❸宮古保健センター）」を整備する
うえで指針となる計画です。
　現在、市民参画による検討委員会や市民アン
ケートの意見などを参考にしながら、計画を作
成中です。
　この計画案について、市民の皆さんの意見を
募集します。寄せられた意見は計画策定の参考
にします。また意見概要と、これに対する回答
を公表します。
■募集期間
　２月15日㈰～３月６日㈮ ※必着

■閲覧場所
　市役所１階市民ホール、各総合事務所・出張
所、中央・田老公民館、市立図書館、市民文化
会館、勤労青少年ホーム、フラットピアみやこ、
総合福祉センター、市民総合体育館フォーラム
棟、新里生涯学習センター、田老・新里診療所 
※市ホームページでも閲覧できます
■提出方法
　住所、氏名（団体名）、電話番号を記入の上、
閲覧場所に備え付けの提言箱に入れるか、郵送、
ファクス、電子メールのいずれかで提出してく
ださい。
■提出先・問い合わせ
　市企画課市街地施設推進室（〒027-8501住
所不要、℻63-9114、Ckikaku@city.miyako.
iwate.jp、☎68-9089）
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※
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
と
は
、
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
、
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
に
比
べ
、
短
い
労
働
者
を
い
い
ま
す

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
主
な
改
正
点

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の

主
な
改
正
点


